
 

 

 2021年 10月14日 

九州電力株式会社 

 

 

川内原子力発電所１，２号機の特別点検の実施について 

 

 

当社は、川内原子力発電所１，２号機について、原子炉等規制法に基づく運転期間延

長認可申請に必要な特別点検（注１）を１号機は2021年10月18日から、２号機は2022年2月

下旬から開始することとしましたのでお知らせします。 

 

運転開始後40年を超過して原子力発電所を運転する場合は、特別点検の結果等を添付

して、原子力規制委員会に運転期間延長認可申請を行い、認可を受ける必要があります。 

 

今後、特別点検を行い、その結果等を踏まえた上で、運転期間延長認可申請について

判断する予定です。 

 

当社は、引き続き、地域の皆さまに安心し、信頼していただけるよう、今後の安全・

安定運転に万全を期すとともに、積極的な情報公開に努めてまいります。 

 

以 上 

  

（注１）特別点検 

運転に伴い生じた原子炉容器や原子炉格納容器などの対象設備の劣化の状況

を把握するため、運転開始35年以降に採取したデータを踏まえて行う詳細な

確認、評価 

（参考）川内原子力発電所１号機の40年運転期間満了日：2024年7月3日 

    川内原子力発電所２号機の40年運転期間満了日：2025年11月27日 

 


